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１ 趣  旨 

 

  育児休業の承認を受けて学校を休むときに、子が１歳（その時点で保育所に入れない等、特別の

事情に該当するときは最長１歳６か月）に達するまでの育児休業期間中の援助及び育児休業が終わ

った後の職場復帰を円滑に進めるため、育児休業手当金が支給される。 

 

 

２ 支給要件 

 

  育児休業手当金は、育児休業の承認を受けて勤務に服さなかったときに、子が１歳（その時点で

保育所に入れない等、特別の事情に該当するときは最長１歳６か月）に達する日まで支給される。

（週休土曜日や日曜日は除かれるが、これらの日と重ならない祝祭日は支給される。） 

 

 （特別の事情に該当するとき） 

（１）育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当

該子が１歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 

（２）常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が１歳に達する日後

の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合 

 ア 死亡したとき 

 イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な

状態になったとき 

 ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき 

 エ ６週間（多胎妊娠にあっては、１４週間）以内に出産する予定であるか又は産後８週間を経過

しないとき 

 

 

３ 支給期間・支給額  

 

  支給額は、勤務しなかった期間１日につき給料日額の５割に相当する金額に１．２５（特別職の

職員等については１）を乗じて得た額。 

 

  なお、１日あたりの給付上限相当額は、雇用保険法に定める額に相当する額に３０を乗じて得た

額の５割に相当する額を２２で除して得た額（平成１９年１０月から平成２０年７月までは９，６

４０円）となり、次のとおり分けて支給される。 

 

（１）子が１歳（その時点で保育所に入れない等、特別の事情に該当するときは最長１歳６か月）に
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達するまでの育児休業期間中勤務しなかった期間に対する支給額 

→１日につき給料日額の３割に相当する額に１．２５（特別職の職員等については１）を乗じて

得た額。ただし、給付上限相当額に該当する場合はその額に３／５を乗じて得た額。 

   なお、給料が支給されているときは、その額に１．２５を乗じて得た額を控除した額となる。 

 

（２）育児休業終了（子が１歳に達した日等）後引き続き６か月以上組合員であるときの支給額 

→勤務しなかった期間１日につき給料日額の５割に相当する金額に１．２５（特別職の職員等に

ついては１）を乗じて得た額から育児休業期間中に受けた育児休業手当金の額を引いた額。ただ

し、給付上限相当額に該当する場合はその額に３／５を乗じて得た額を引いた額。 

 

※いずれも平成２２年３月３１日までに取得したものに限る。 

 

 

４ 請求手続き 

  

（１）育児休業手当金請求書・・・育児休業承認時に一括請求 

  ※育児休業期間が変更になる場合は、速やかに育児休業手当金変更請求書を提出 

（２）育児休業手当金請求書（基準年齢到達又は復帰後支給分）・・・育児休業終了、又は子が１歳

に達する日から６月経過後 

 

 

５ 育児休業手当金算出方法 

 

給料日額＝給料月額（教職調整額及び給料の調整額を含む。）÷２２日・・・① 

（１０円未満の端数四捨五入） 

 

育児休業手当金として支給される日額 

給料日額×５０／１００×１．２５＝②（復帰後支給分を含む） 

②の金額が給付上限相当額を   超える場合  ： 給付上限相当額×３／５      

                  超えない場合 ： ①×３０／１００×１．２５   ③ 

                           （円未満の端数切り捨て） 

各月の育児休業手当金額＝③×該当月の休業日数 

（注）休業日数は、月のうち勤務を要しない日（土曜日・日曜日）を除いた日である。 

 

育児休業手当金（基準年齢到達又は復帰後支給分） 

｛（①×５０／１００×１．２５）－（①×３０／１００×１．２５）｝×休業日数 

 

（例）○○小学校 教諭（２－４９） 

育児休業期間 Ｈ１９．１１．１７～Ｈ２２．３．３１ （Ｈ１９．９．２１出産）の場合 

給料日額：２８６，２０８円÷２２日＝１３，００９円→１３，０１０円 
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給付日額：１３，０１０円×５０／１００×１．２５＝８，１３１円 

 （給付上限相当額９，６４０円を超えない。） 

１１月の育児休業手当金額＝（１３，０１０円×３０／１００×１．２５）×１０日 

                         円未満の端数切り捨て 

＝４８，７８０円 

      同様に １２月＝１０２，４３８円（２１日） 

        Ｈ２０年１月＝１１２，１９４円（２３日）   

            ２月＝１０２，４３８円（２１日） 

            ３月＝１０２，４３８円（２１日） 

            ４月＝１０７，３１６円（２２日） 

            ５月＝１０７，３１６円（２２日） 

            ６月＝１０２，４３８円（２１日） 

            ７月＝１１２，１９４円（２３日） 

            ８月＝１０２，４３８円（２１日） 

            ９月＝ ７３，１７０円（１５日） ２０日まで 

           １０月＝      ０円 

          １１月＝      ０円 

Ｈ19年12月期末勤勉手当＝５９１，６４４円 

     向こう１年間の収入＝１，６６４，８０４円 

  よってこの場合、この時点（育児休業開始時）では、給与上の扶養親族とならない。 

※扶養親族にならない場合には、子が満１歳時及び育児休業延長開始時点において再計算（再々計

算）し、扶養認定（給与上）の可否を確認する。 

○満１歳時における収入見込額の計算（前述の例） 

        Ｈ２０年９月＝      ０円 ２１日から 

           １０月＝      ０円 

          １１月＝      ０円 

           １２月＝      ０円 

        Ｈ２１年１月＝      ０円 

            ２月＝      ０円 

            ３月＝      ０円 

            ４月＝      ０円 

            ５月＝      ０円 

            ６月＝      ０円 

            ７月＝      ０円 

            ８月＝      ０円 

            ９月＝      ０円 ２０日まで 

基準年齢到達支給分＝｛(13,010×50/100×1.25)－(13,010×30/100×1.25)｝×220日 

              ＝７１５，６６０円 

     向こう１年間の収入＝７１５，６６０円 

  よってこの場合、この時点（子が満１歳時）から、給与上の扶養親族とすることができる。 


